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平成２９年度第８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成２９年７月２４日 

                    担当部・課：教育委員会体育振興課〔22-9111〕 

 

① 件  名 

 

 石巻市スポーツ推進計画（案）について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  本市では、平成１９年２月に「石巻市スポーツ振興基本計画」を策定し、様々なスポーツ振興策

に取り組み、市全体のスポーツ振興を進めてきた。 

策定から１０年が経過したが、その間に発生した東日本大震災の影響により、運動機会の減少や

それに伴う体力低下等の問題が生じるなど、スポーツを取り巻く環境は、大きく変化している。 

国では、昭和３６年に制定したスポーツ振興法を平成２３年６月に５０年ぶりに改正し、スポー

ツ基本法を公布した。 

 

【目的】 

  スポーツにおける現状と課題を把握することで、将来、市民が目指す姿や目標を明らかにし、全

ての市民がスポーツを通じて豊かな生活を営むことができる社会の実現に向け、指針となるスポー

ツ推進計画を策定するもの。 

 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 スポーツ基本法（平成２３年６月２４日法律７８号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

石巻市総合計画基本計画 

  第１編 基本計画 

第５章 心ゆたかな誇れるまち 

    第４節 市民が個性を活かして輝ける機会をつくる 

      ２ 市民の主体的なスポーツ活動を支援する 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 平成２８年６月   市民アンケート調査 

～７月   

８月   石巻市スポーツ推進計画策定検討委員会（庁内組織 ４回開催） 

～１２月      

平成２９年３月   石巻市スポーツ推進審議会へ諮問・答申 

６月   教育委員会第６回定例会で計画案について審議・議決 

 

  



 - 2 - 

⑤ 主な内容 

 

１ 計画の策定にあたって 

（１） 計画の目的 

国、県のスポーツ基本計画との整合性を図りながら、現状と課題を把握し、全ての市民が

スポーツを通じて豊かな生活を営むことができる社会の実現に向け、指針となるスポーツ推

進計画を策定する。 

 

（２） 計画の位置付け 

スポーツ基本法第１０条に基づき、スポーツを総合的かつ計画的に進めるため、「地方ス

ポーツ推進計画」と位置付ける。 

   

（３） 計画の基本理念 

市民一人ひとりが、生涯にわたり、心豊かで元気な生活の実現を目指すため、次のように

定める。 

スポーツで心と体を健康に 

             ～スポーツのまち石巻～ 

（４） 計画の期間 

平成２９年度～平成３８年度（１０年間） 

 

２ 計画の基本施策と方向 

   基本施策１ 生涯にわたるスポーツ活動の推進 

   基本施策２ 競技力向上に向けたスポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備 

基本施策３ スポーツ活動を支える環境づくりの充実 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 社会情勢や教育状況の変化に対応しながら、スポーツ施策の計画的な推進を図ることができる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【スポーツの推進に関する計画を策定済みの県内自治体】 

宮城県 

仙台市、塩釜市、白石市、岩沼市、名取市、大崎市、東松島市、登米市、角田市 以上９市 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

 平成２９年７月下旬   パブリックコメントの実施 

～８月中旬  

      ９月     スポーツ推進計画の決定 

 

⑨ その他 

 

 


